
委託業務特記仕様書

第１条（本業務の特記仕様事項）

１． 本業務は、「公共施設維持管理業務（除草・剪定等）委託（請負型）契約書」に

基づき実施しなければならない。

２． 本業務は、美馬郡つるぎ町一宇管内における県管理道路の舗装損傷箇所の修繕

を行うものであり、実施箇所については受発注者間の協議により決定する。ただし、

損傷状況、地元要望等により上記以外の作業を指示する場合がある。

第２条（土木工事共通仕様書の適用）

１． 本業務の施工については、「徳島県土木工事共通仕様書 令和6年7月」に基づき

実施しなければならない。なお、「徳島県土木工事共通仕様書」に定めのないもの

で、機械工事の施工にあっては「機械工事共通仕様書（案）」（国土交通省大臣官房

技術調査課施工企画室）、電気通信設備工事にあっては「電気通信設備工事共通仕

様書」（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）に基づき実施しなければなら

ない。

２． ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、

指針、便覧等は改定された最新のものとする。なお、工事途中で改定された場合は

この限りでない。

第３条（安全教育等）

１． 本業務の施行に際し、現場に即した安全訓練等について、業務着手後、原則と

して作業員全員の参加により一月当り半日以上の時間を割当て下記の項目から実

施内容を選択し安全訓練等を実施するものとする。

①安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

②本業務内容等の周知徹底

③土木工事安全施工技術指針等の周知徹底

④本業務における災害対策訓練

⑤本業務現場で予想される事故対策

⑥その他、安全衛生教育として必要な事項

２． 「安全訓練等実施報告書」により、安全・衛生に関する研修訓練等とわかる

写真・実施日・参加者（現場責任者含む）等必要事項を記入のうえ提出すること。

第４条（業務実施時期等）

１． 本業務の実施時期は、監督員と協議して定めるものとする。

第５条（交通誘導警備員等）

１． 交通誘導警備員とは、警備業法（昭和４７年法律第１１７号 一部改正令和５

年法律第６３号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員で、交通誘導業務に

従事する者のことである。



２． 受注者は「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し、勤務実績が確認できる

資料（勤務伝票の写し）とともに、「設計図書の変更」までに監督員へ１部提出し

なければならない。

３． 交通誘導警備業務を第三者に請け負わせる場合の業務の再委託承諾申請は、省

略を可能とする。

第６条（施工管理等）

１． 作業状況写真は、同一箇所で施工前・施工状況・施工後を対比させて添付する

こと。

２． 各回完了時には、監督員の検査立会を受けること。

第７条（資材価格高騰に対する特例措置）

１． 本業務は、資材価格高騰に対する特例措置の対象業務である。

２． 本業務は、当初契約締結後において、設計単価の適用年月を、積算月から契約

月へ変更するものとする。

第８条（再生利用のための建設副産物の搬出）

１． 受注者は、本業務の施工により発生する建設副産物について、再資源化を 行う

ため産業廃棄物中間処理許可施設（再資源化施設）へ搬出すること。また、搬出に

際しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。

第９条（現場責任者）

１． 受注者は、現場責任者を定め、この契約を締結した日の翌日から起算して１０

日以内（徳島県の休日を定める条例（平成元年徳島県条例第３号）第１条第１項各

号に掲げる日を除く。）（１０日以内に現場作業を開始する場合は、作業開始の前日

まで）に、現場責任者の氏名、その他必要な事項を記した書面（様式第１号）をも

って発注者に通知しなければならない。現場責任者を変更したときも、同様とする。

第１０条（交通誘導警備員の確保に関する間接費の実績変更の対象工事）

１． 本業務は、交通誘導警備員（以下「警備員」という。）の確保に関する間接費の

実績変更の対象工事であり、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理

費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）

については、契約締結後、警備員確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積

算基準又は港湾積算基準（以下「積算基準」という。）に基づく金額相当では適正

な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて変

更契約を行うことができるものとする。

営 繕 費：警備員送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

２． 本業務の予定価格の算出の基礎とした設計額においては、積算基準に基づき算

出した額における実績変更対象間接費の割合は、次のとおりである。



１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、

借上費）の割合：１１．２５％

２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金

以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：１.２７％

３． 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえ、設計変更を希望する場合

は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「交通誘導警備員の確保に係

る実績報告書」及び実績報告書に記載した内容の内訳書を提出し、設計変更の内容

について協議を行うこと。

なお、監督員から請求があった場合は、実績が確認できる資料（領収書の写し等）

を提示すること。

４． 受注者の責めによる工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費

用については、設計変更の対象としない。

５． 発注者は、最終精算変更時点に実績変更対象間接費の支出実績を踏まえ、設計

変更する場合、受注者から提出された「交通誘導警備員の確保に係る実績報告書」

で確認した費用から、積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を

差し引いた費用を、共通仮設費（営繕費）に加算して算出する。

なお、加算額については、間接費の率計算の対象外とする。

６． 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及

び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。

７． 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、

監督員と協議するものとする。



（様式第１号）

令和 年 月 日

（ 発注者 ） 殿

受注者 住所

氏名

現場責任者届

業務名

上記業務の現場責任者を次の者に定めましたので、お届けします。

氏 名（生年月日） （ ． ． 生）

取 得 資 格 等 現場責任者の

（取得資格があれば） 顔写真を貼付

※１ 現場責任者と請負者との直接的な雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）
を添付すること。
＜直接的な雇用関係＞現場責任者と所属建設業者との間に雇用に関する一定の権利
義務関係が存在することであり、在籍出向者や派遣社員は含めない。

※２ 取得資格等がある場合は、以下の(1)､(2)について記入及び添付をすること。
(1) 取得資格等の欄には、建設業法第７条第２号イ、ロ、ハ及び第１５条第２号イ、
ロ、ハのうち該当するものを記入すること。

(2) 資格が、建設業法第７条第２号ハ及び第１５条第２号イ、ハに該当するものは技
術者取得資格証明書の写しを、建設業法第７条２号イ、ロ及び第１５条第２号ロに
該当するものは実務経験証明書を添付すること。


